
一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
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第
六
節
　
罰
則

第
二
十
一
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
た
ば
こ
特
別
税
を
免
れ
、
又
は
免
れ
よ
う
と
し
た
者

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
、
又
は

受
け
よ
う
と
し
た
者

2
　
前
項
の
犯
罪
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
す
る
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
又
は
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の

三
倍
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
は
、
百
万
円
を
超
え
当
該
た
ば
こ
特
別
税
に
相

当
す
る
金
額
又
は
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
の
申
告
に
あ
わ
せ
て
申

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
ば
こ
特
別
税
の
申
告
を
、
当
該
た
ば
こ
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
あ
わ
せ
て
申

告
し
な
い
こ
と
に
よ
り
た
ば
こ
特
別
税
を
免
れ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

4
　
前
項
の
犯
罪
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
す
る
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
が
五
十
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
は
、
五
十
万
円
を
超
え
当
該
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
以
下

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に

よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
号
の
規
定
に
よ
る
検
査
若

し
く
は
採
取
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

二
　
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
号
イ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
よ
る

物
件
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記

録
を
し
た
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。）
を
提
示
し
、
若
し
く
は
提
出
し
た
者

第
二
十
三
条

　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人

の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
前
二
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
て
当
該
各
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
違
反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場

合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罰
に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

第
四
章

　
た
ば
こ
特
別
税
の
収
入
の
帰
属
等

（
た
ば
こ
特
別
税
の
収
入
の
帰
属
）

第
二
十
四
条

　
各
年
度
に
お
け
る
た
ば
こ
特
別
税
の
収
入
は
、
当
該
各
年
度
の
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
歳
入
に
組

み
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
特
別
税
の
収
入
を
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
歳
入
に
組
み
入
れ
る
場
合

に
お
け
る
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の

（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
次

項
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い

う
。
）

第
八
十
八
条
の
三
第

二
項

た
ば
こ
税
法
」

た
ば
こ
税
法
及
び
特
別
措
置
法
」

輸
入
品
に
対
す
る
内

国
消
費
税
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

国
税
通
則
法

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

国
税
徴
収
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百

四
十
七
号
）

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

災
害
被
害
者
に
対
す

る
租
税
の
減
免
、
徴

収
猶
予
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
七
十
五

号
）

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

相
続
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
七
十

三
号
）

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

た
ば
こ
事
業
法
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第

六
十
八
号
）

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

〔
現
行
〕

金
融
機
関
等
の
更
生

手
続
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
九
十
五

号
）

〔
現
行
〕

、
た
ば
こ
税

、
た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

会
社
更
生
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五

十
四
号
）

〔
現
行
〕

、
た
ば
こ
税

、
た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

2
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
た
ば
こ
特
別
税
に
係
る
た
ば
こ
税
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
そ

の
他
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

【誤】
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般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
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保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
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六
十
八
号
）

保
に
係
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に

規
定
す
る
た
ば
こ
特
別
税
並
び
に

金
融
機
関
等
の
更
生

手
続
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
九
十
五

号
）

第
七
十
六
条
及
び
第

二
百
四
十
二
条

、
た
ば
こ
税

、
た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

会
社
更
生
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五

十
四
号
）

第
百
二
十
九
条

、
た
ば
こ
税

、
た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

2
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
た
ば
こ
特
別
税
に
係
る
た
ば
こ
税
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
そ

の
他
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
六
節

　
罰
則

第
二
十
一
条

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
た
ば
こ
特
別
税
を
免
れ
、
又
は
免
れ
よ
う
と
し
た
者

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
、
又
は

受
け
よ
う
と
し
た
者

2
　
前
項
の
犯
罪
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
す
る
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
又
は
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の

三
倍
が
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
は
、
百
万
円
を
超
え
当
該
た
ば
こ
特
別
税
に
相

当
す
る
金
額
又
は
還
付
金
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
の
申
告
に
あ
わ
せ
て
申

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
ば
こ
特
別
税
の
申
告
を
、
当
該
た
ば
こ
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
あ
わ
せ
て
申

告
し
な
い
こ
と
に
よ
り
た
ば
こ
特
別
税
を
免
れ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

4
　
前
項
の
犯
罪
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
す
る
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
が
五
十
万
円
を
超
え
る
場

合
に
は
、
情
状
に
よ
り
、
同
項
の
罰
金
は
、
五
十
万
円
を
超
え
当
該
た
ば
こ
特
別
税
に
相
当
す
る
金
額
の
三
倍
以
下

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に

よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
号
の
規
定
に
よ
る
検
査
若

し
く
は
採
取
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

二
　
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
五
第
一
号
イ
若
し
く
は
ニ
の
規
定
に
よ
る

物
件
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
対
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
応
じ
ず
、
又
は
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記

（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
次

項
に
お
い
て
「
特
別
措
置
法
」
と
い

う
。
）

第
八
十
八
条
の
三
第

二
項

た
ば
こ
税
法
」

た
ば
こ
税
法
及
び
特
別
措
置
法
」

輸
入
品
に
対
す
る
内

国
消
費
税
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
号

た
ば
こ
税

た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

国
税
通
則
法

第
二
条
第
三
号

た
ば
こ
税

た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

国
税
徴
収
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百

四
十
七
号
）

第
二
条
第
三
号

た
ば
こ
税

た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

災
害
被
害
者
に
対
す

る
租
税
の
減
免
、
徴

収
猶
予
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
七
十
五

号
）

第
七
条
第
一
項

た
ば
こ
税

た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

第
七
条
第
二
項

第
十
六
条
第
一
項
若

し
く
は
第
五
項

第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
、

一
般
会
計
に
お
け
る
債
務
の
承
継
等
に

伴
い
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
（
第
四
項
に
お
い

て
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十

一
条
第
一
項
（
た
ば
こ
税
法
第
十
六
条

第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）

第
七
条
第
三
項

地
方
揮
発
油
税

地
方
揮
発
油
税
又
は
た
ば
こ
税
及
び
た

ば
こ
特
別
税

こ
れ
ら
の
税
目

揮
発
油
税
及
び
地
方
揮
発
油
税
又
は
た

ば
こ
税
及
び
た
ば
こ
特
別
税

第
七
条
第
四
項

地
方
揮
発
油
税
に
係

る
と
き
は
、
地
方
揮

発
油
税
法
第
十
二
条

第
一
項
及
び
第
三
項

地
方
揮
発
油
税
又
は
た
ば
こ
税
及
び
た

ば
こ
特
別
税
に
係
る
と
き
は
、
地
方
揮

発
油
税
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三

項
又
は
特
別
措
置
法
第
十
六
条
第
一
項

及
び
第
三
項

相
続
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
七
十

三
号
）

第
十
四
条
第
二
項

た
ば
こ
税

た
ば
こ
税
、
た
ば
こ
特
別
税

た
ば
こ
事
業
法
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第

第
九
条
第
一
項

た
ば
こ
税
及
び

た
ば
こ
税
及
び
一
般
会
計
に
お
け
る
債

務
の
承
継
等
に
伴
い
必
要
な
財
源
の
確

【正】


